
 

 

 

（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地 

整備事業に係る環境影響評価手続について 

 

令和４年３月 

神戸市環境局 

資  料 
 

第 1 9 6 回 神 戸 市 

環境影響評価審査会

No. 

1 



 

 

 



 

1 

 

 

（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業に係る 

環境影響評価実施計画書手続について 

 

１．事業概要 

（１）事 業 者：神戸市 

（２）事業の名称：（仮称）西神戸ゴルフ場を転活用した産業団地整備事業 

（３）事業の位置：神戸市西区押部谷町木見 

（４）事業の種類：工業団地の造成及び流通業務団地の造成 

（５）事業の規模：全体面積 約 100ha 

（６）事業の区分：神戸市アセス条例に基づく第１類事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業実施区域及びその周囲の現況 
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２．事前配慮書手続を経て決定した事業計画（実施計画書 P.14～26より抜粋） 

事業実施区域（約100ha）のうち、工業団地・流通業務団地用地（約50ha）、道路（約10ha）、 

法面・造成地（約20ha）を造成するほか、防災施設として、洪水調整池（約4ha）を設置する 

計画である。 

なお、事業実施区域周縁部に存在する樹林地（約15ha）及びため池（約1ha）は残し、造成 

によって新たに出現する法面や造成地は、積極的に緑化を行う予定としている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地利用計画平面図

(約 50ha) 

(約 10ha) 

(約 20ha) 

(約 4ha) 

(約 15ha) 

(約 1ha) 
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３．環境影響評価項目の選定案（実施計画書 P.200～203より抜粋） 
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４．実施計画書手続のスケジュール 

 事業者 神戸市 

(1)実施計画書の提出・受理 令和４年２月 15日(火) （同左） 

(2)実施計画書の縦覧及び 

意見募集 

― 令和４年２月 17 日（木)～ 

令和４年４月４日(月)（45 日間） 

(3/9現在の意見書数：０件) 

(3)住民説明会の開催 ①令和４年３月 12日(土) 

14:00～15:00 

於：押部谷地域福祉センター 

②令和 4 年 3 月 15日(火) 

18:30～19:30 

於：櫨谷出張所 

― 

(4)環境影響評価審査会 ― 令和４年３月 11日（金) 

令和４年４月 13日(水) 

(5)市長意見書の作成期限 

(実施計画書受 理日 から 90 日以 内 ) 

― 令和４年５月 15日(日) 

 

 

 



 

5 

 

環境影響評価手続の流れ（概要）  

 

8/2～9/15 

10/5 

8/16 
9/24 

事 業 者 市  長 審 査 会 市  民 

事前配慮書の作成 

意 見 

審 議 

実施計画書の公告・ 
縦覧(45 日間) 

意 見 

審 議 

評価書案の公告・ 
縦覧(45 日間) 

意 見 

審 議 市長意見書の作成 

評価書の公告・ 
縦覧 

 

事後調査計画書の作成 
事後調査計画書 

の公表 
 

調査結果の報告 
（事後調査報告書） 

事後調査の実施 

概要書の公告・ 
縦覧(２週間) 
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意見 

審議依頼 
意見 

意見 

審議依頼 

審議依頼 

意見 

答申 

諮問 

評価書の作成 

評価書案の作成 

実施計画書の作成 

調査・予測・評価 

結果の通知 

市長の勧告又は指導 

意見の写しの送付 

意見の写しの送付 

意見の写しの送付 

事業者による 
説明会 

事業者による 
説明会 

事業者による 
説明会 

公聴会 公述意見書の作成 
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日
以
内 

90
日
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日
以
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審議依頼 

工事着手 

2/15 2/17～4/4 

3/11、4/13 

2/17～4/4 

3/12 
3/15 

作成期限：5/15 


